
　
１．国道９号二軒屋交差点車線変更の工事

２．工事に伴う交通規制の内容

　交通規制日時：平成22年2月１５日(月)　21:00～6:00

①当日の国道9号は「片側交互通行」となります。(図-2参照)

東伯中山道路が開通すると次のような効果が期待されます。
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②開通により八橋東交差点の渋滞が緩和されます。

　山陰道（東伯中山道路）事業に伴い国道９号二軒屋交差点（東伯

郡琴浦町槻下）の車線変更と交差点の位置を変更する工事を行いま

す。(図-1参照)

②県道羽合東伯線から国道9号への流入は出来なくなりますので、国道９

号へ迂回いただくか現地案内看板等にしたがって通行して下さい。

①琴浦町二軒屋交差点～大山町金屋交差点の所要時間が短縮

されます。
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